
給
料

表
の

改
定

の
流

れ
（

一
般

的
な

イ
メ

ー
ジ

）

１
公
民
較
差
の
算
出

以
下
、
前
年
と
は
給
料
表
の
構
造
を
変
え
な
い
場
合
の
較
差
解
消
の
た
め
の
改
定
の
流
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

○
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
比
較
に
よ
り
公
民
較
差
を
算
出

民
間
給
与
〔

A
円
〕

─
職
員
給
与
〔

B
円
〕
＝

較
差
〔

X
円
(

x‘
％
)
〕

１
公
民
較
差
の
算
出

民
間
給
与
〔

A
円
〕

職
員
給
与
〔

B
円
〕
＝

較
差
〔

X
円
(
 
x
％
)
〕

※
公
民
較
差
を
算

出
す
る
の
は
、
人
事
委
員
会
を
置
い
て
い
る
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
和
歌
山
市
・
熊
本
市
・
特
別
区
の
み
。

○
給
与
配
分
の
決
定

全
体
の
公
民
較
差
を
踏
ま
え

民
間
の
給
与
制
度
の
動
向

国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
給
与
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
と

２
較
差
を
原
資
と
し
た
給
与
配
分

・
全

体
の
公
民
較
差
を
踏
ま
え

つ
つ
、
民
間
の
給
与
制
度
の
動
向
、
国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
給
与
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
職
種
・
職
務
間
、
世
代
間
、
地
域
間
な
ど
の
給
与
配
分
を
検
証
し
つ
つ
、
任
命
権

者
や
職
員
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
意

見
聴
取
も
重
ね
な
が
ら
、
給
与
配
分
を
検
討
。

【
配
分
例
（
１
人
当
た
り
）
】

給
料
月
額
（
本
給
）

C
円
(
 
c’
 ％

)

諸
手
当
（
○
○
手
当
）

D
円
(
 
d
’ 
％
)

は
ね
返
り
分

・
管
理
職
手
当

E
円
(
e
’ 
％
)

※
１

「
は
ね
返
り
分
」
と
は
、
地
域
手
当
の
よ
う
に
給
料
月
額
の
一
定
割
合
で
手
当

額
が
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
給
料
月
額
の
改
定
に
伴
い
手
当
額
が
増
減
す
る
分

う
管
理
職
手
当

E
円
(
 
e

 ％
)

・
地
域
手
当

F
円
(
 
f
’ 
％
)

計
X

 円
(
 
x’
 ％

)

を
い
う
。

※
２

管
理
職
手
当
は
、
定
額
化
に
伴
う
経
過
措
置
対
象
者
に
つ
い
て
の
も
の
。

※
３

地
域
手
当
＝
（
給
料
月
額
＋
管
理
職
手
当
＋
扶
養
手
当
）
×
支
給
割
合

【資料０４】



○
手
当

額
の

改
定

３
諸
手
当
の
改
定

○
手
当

額
の

改
定

・
配
分
原
資
や
国
家
公
務
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
民
間
の
諸
手
当
の
支
給
状
況
を
踏
ま
え
、
改
定
内
容
を
検
討
。

○
行
政
職
給
料
表
（
一
）
の
改
定

４
給
料
表
の
改
定

・
配
分
原
資
も
踏
ま
え
つ
つ
、
国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
状
況
も
考
慮
し
、
改
定
内
容
を
検
討
。

・
改
定
に
よ
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
国
の
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
と
の
水
準
比
較
）
へ
の
影
響
も
考
慮
。

・
必
要
に
応
じ
、
民
間
の
給
与
構
造
も
参
照
。

・
マ
イ
ナ
ス
改
定
の
場
合
は
、
給
与
構
造
改
革
に
よ
る
給
料
水
準
の
引
下
げ
に
伴
う
経
過
措
置
期
間
中
の
給
料
月
額
（
以
下
、
「
経
過
措
置

額
う

）
改
定

額
」
と
い
う
。
）
を
改
定
。

【
改
定
例
１
】
（
プ
ラ
ス
較
差
の
場
合
）

改
定
方
針
：
給
料
表
を
初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引
上
げ
（
中
高
齢
層

は
据
置
き

経
過
措
置
額
は
改
定
な
し

）
改
定
方
針
：
給
料
表
を
初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引
上
げ
（
中
高
齢
層

は
据
置
き
、
経
過
措
置
額
は
改
定
な
し
。
）

〔
平
均

c’
 ％

の
改
定
〕

⑴
給
料
表
の
各
号
俸
の
各
金
額
に
、
該
当
人
員
を
入
力
す
る
。

⑵
大
卒
初
任
の
級
・
号
給
付
近
を
（
c’
＋
α
）
%
 
引
上
げ
、
そ
の
後
は
基
幹
号
給
ご
と
に

0
.
1
 
%
 
ず
つ
逓
減
（
（
c’
－
β
）
%
 
ま
で
）
さ
せ

て
い
く
（
百
円
単
位
を
基
本
）
。

⑶
下
位
級
と
上
位
級
で
対
応
す
る
基
幹
号
給
（
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
加
算
し
た
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
対
応
が
基
本
）
の
改
定
率
は
、
同

率
で
設
定
す
る
。

⑷
現
行
の
昇
格
時
号
給
対
応
を

崩
さ
な
い
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う

⑷
現
行
の
昇
格
時
号
給
対
応
を

崩
さ
な
い
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う
。

⑸
引
上
げ
額
及
び
引
上
げ
率
が
逓
減
し
て
い
く
よ
う
に
、
号
給
ご
と
の
間
差
額
を
調
整
す
る
。

⑹
引
上
げ
対
象
と
な
る
級
・
号
給
に
つ
い
て
、
⑶
～
⑸
の
作
業
を
繰
り
返
し
、
公
民
較
差
と
改
定
額
の
総
計
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
す
る
。



○
行
政
職
給
料
表
（

一
）
の
改
定
（
つ
づ
き

）

４
給
料
表
の
改
定
（
つ
づ
き
）

○
行
政
職
給
料
表
（

）
の
改
定
（
つ
づ
き

）

【
改
定
例

２
】
（
マ
イ
ナ
ス
較
差
の
場
合
）

改
定
方
針
：
同
率
引
下
げ
（
平
均
△

c’
 %
）
を
基
本
と
す
る
が
、
初
任
給
を
中
心
に
若
年

層
は
引
下
げ
を
行
わ
な
い
。
一
方
、
管
理
職
層
に
つ

い
て
は

平
均
を
上
回
る
引
下
げ
（
△
（
c’
 ＋

γ
 
）
%
）

。
経
過
措
置
額
の
算

定
基
礎
と
な
る
額
に
つ
い
て
も
、
引
下
げ
改
定
が

平
回

引
下

（
（

γ
）

）
。
経

措
置
額

算
額

、
引
下

改
行
わ
れ
る
職
員
を
対

象
に
較
差
全
体
を
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員
で
解
消
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
率
（
△
（
c’
 ＋

δ）
%
）
を

乗
じ
て
得
た
額
に
引
下
げ
。

⑴
給
料
表
の
各
号
俸
、
経
過
措
置
額
の
各
金
額
に
、
該
当
人
員
を
入
力
す
る
。

⑵
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員

の
級

号
給
に
つ
い
て

△
c’
 %

の
引
下
げ

た
だ

し
管
理
職
層
の
職
員
の
級

号
給
に
つ
い
て
は

⑵
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員

の
級
・
号
給
に
つ
い
て

△
c’
 %
 
の
引
下
げ
。
た
だ

し
、
管
理
職
層
の
職
員
の
級
・
号
給
に
つ
い
て
は

△
（
c’
 ＋

γ
）
%
 
の
引
下
げ
。

⑶
経
過
措
置
額
を
受
け
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
額

に
△
（
c’
 ＋

δ
）
%
 
を
乗
じ
（
１
円
未
満
の
端
数
切

り
捨
て
）
、
経
過
措
置
額
を
算
出
。

⑷
公
民
較
差
と
改
定
額
の
総
計
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
、
改
定
額
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
整
を
行
う
。

○
昇
格

（
降

格
）
時
号
給
対
応
の
改
定

○
昇
格

（
降

格
）
時
号
給
対
応
の
改
定

・
昇
格
時
号
給
対
応
表
は
、
基
幹
号
給
の
給
料
月
額
に
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
加
算
し
た
額
の
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
に
対
応
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
設
定
。

・
昇
格
加
算
額
は
、
昇
格
後
の

職
務
の
級
の
最
大
間
差
額
を
基
礎
と
し
、
前
後
の
級
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
つ
つ
設
定
。

昇
格

算
額

、
昇
格
後

職
務

級
最

間
差
額

、
前
後

級
等

考
設

。
・

降
格
時
号
給
対
応
表
は
、
昇
格
時
号
給
対
応
表
を
逆
に
た
ど
っ
た
場
合
の
対
応
関
係
。

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

・
各
級
に
つ
い
て
、
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
改
定
額
に
加
算
し
た
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
対
応
と
な
る
表
を
作
成
し
、
改
定
額
に
応
じ
て
昇

格
時
号
給
対
応
の
基
本
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
つ
つ
、
給
料
表
の
改
定
額
を
調
整
す
る
。

・
上
記
作
業
を
し
た
結
果
、
昇
格
時
号
給
対
応
を
変
え
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
基
本
と
な
る
考
え
方
に
基
づ
き
、

昇
格
時
号
給
対
応
表
を
改
定
す
る
。



４
給
料
表
の
改
定
（
つ
づ
き
）

○
昇
格
（
降
格
）
時
号
給
対
応
の
改
定
（
つ
づ
き
）

【
改
定
例

２
の
場
合
の
例
】

・
改
定
例
２
の
よ
う
に
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
基
本
と
な
る
考
え
方
を
維
持
し
つ
つ
、
昇
格
時
号
給
対
応
表
を
改
定
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

○
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
の
改
定

・
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
職
務
の
違
い
に
基
づ
い
て
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
均
衡
を
基
本
。

・
民
間
給
与
実
態
調
査
で
調
査
し
た
相
当
職
種
の
給
与
も
参
照
。

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
に
つ
い
て
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
、
対
応
す
る
級
・
号
給
に

つ
い
て
、
同
様
の
改
定
率
（
（
c’

＋
α
）
％

～
（
c’
－
β
）
%
 
）
で
改
定

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格

時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）

と
同
様
。

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格

時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（

）
と
同
様
。

【
改
定
例

２
の
場
合
】

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
・
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る

額
に
つ
い
て

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（

）
以
外
の
給
料
表

経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る

額
に
つ
い
て
、

○
給
料
表
に
つ
い
て
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
、
対
応
す
る
級
・
号
給
に
つ
い
て
、
同
様
の
改
定

率
（

△
c’
 ～

△
（
c’

＋
γ
）
％
）
で
改
定

○
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
額
に
つ
い
て
も
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、
当
該
額
に
同
様
の
改
定

率
（

△
（
c’
 ＋

δ
）
%
 
）
を
乗
じ
（
１
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）
、
経
過
措
置
額
を
算
出
。

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
同
様
。
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